
資料６

標準化検討の対象範囲（案）及び構成（案）
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１. 標準化検討範囲の考え方

1. 法定受託事務は標準化の範囲とする（次頁参照）

2. 協力・連携事務については、一部業務を標準化検討の範囲とし、ワーキングチーム・ベンダー分科会等で検討・確認する（次々頁参照）

3. 交付金申請の業務プロセス・システムは、標準化の範囲に含めないが、申請や報告に必要な情報の一部を国民年金システムより参照・出力す
る機能については、「共通機能」として標準化検討の範囲とする

4. マイナポータル（ぴったりサービス）との連携は検討対象外とする（住民⇔年金機構間の直接連携が検討されているため）

法定受託事務 協力連携事務

被保険者等 市区町村 年金機構

各種届書の受理・事実審査 各種届書・申請書の送付

窓口業務
（相談・納付案内・口振促進等） 各種情報提供

処理結果等の通知

厚生労働省・
地方厚生(支)局

委任

各種届出・申請

保険料の納付

年金の給付

各種通知書・納付書の送付

交付金請求

交付金支払

国民年金事務の関係者（業務流れ図）
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２. 標準化範囲（法定受託事務）
以下の法定受託事務は、標準化の範囲とします。

事務の内容 根拠条文

1．被保険者（第2・3号被保険者を除く）の資格の取得・喪失，種別の変更，氏名・住所の変更
等に関する届出を受理し，その届出に係る事実を審査するとともに，厚生労働大臣に報告する こ
と。

【国法12①④】

2．任意加入（高齢任意加入及び特例任意加入を含む。以下同じ。）の被保険者資格の取得・
喪失の申出を受理し，申出に係る事実を審査するとともに，厚生労働大臣に報告すること。

【国法附則５，改正法附則(平
6)11①⑥・(平16)23①⑥，国令1

の2】

3．年金手帳の再交付申請書を受理し，厚生労働大臣に報告すること。（※3） 【国令1の2】

4．保険料の全額，3/4，1/2，1/4の免除，学生納付特例，納付猶予，産前産後免除の申請
及び届出を受理し，申請及び届出に係る事実を審査するとともに，厚生労働大臣に報告すること。

【国法90・90の2・90の3・105①・改
正法附則(平16)19②③， (平
26)14①②，国令1の２】

5．付加保険料納付・辞退の申出または該当・非該当の届出を受理し，申出に係る事実を審査す
る とともに，厚生労働大臣に報告すること。

【国法87の2①③，国令1の2】

6．受給権者からの第1号被保険者期間（任意加入期間を含む）のみの老齢基礎年金等の裁定
その他給付に係る申請等を受理し，申請等に係る事実を審査するとともに，厚生労働大臣に報
告すること。

【国法16，19①，34，国令1の2】

7．第1号被保険者（任意加入含む）及び老齢基礎年金を除く基礎年金等の受給権者の死亡に
関する届出書を受理し，届出に係る事実を審査すること。

【国法105，国令1の 2】

出典：厚生労働省年金局

※１市町村が行う事実の審査とは，市町村の保有する公簿（戸籍，住民票，市町村民税課税台帳等）により，住所・氏名・生年月日及び所得の状況等を確認することをいう。
※２厚生労働大臣への報告は、国民年金法の規定に基づき、厚生労働大臣から年金機構に事務が委任されている。
※３令和４年４月より廃止予定。
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３. 標準化範囲（協力連携事務）
以下の考え方に基づき、標準化検討の範囲を設定しています。ワーキングチーム・ベンダー分科会等を通じて、見直しの要否や内容を検討・確認します。

協力連携事務における標準化検討の範囲の考え方

1. 各自治体が国民年金システムを利用して行う、年金機構への「各種情報提供」事務を標準化の対象とする（下記４．）

2. 相談業務を行う際に必要な情報を国民年金システムより参照等する機能は、「共通機能」として標準化の検討の範囲とする（下記３．）

3. その他の、住民サービス向上や地域の実情を踏まえた協力等の観点で自治体が独自の方法で行う事務は、標準化の検討範囲から除く

1. 資格取得時等における保険料納付案内､口座振替､前納の促進

① 納付督励（資格取得届、氏名変更届、住所変更届）

② 口座振替申出受理・クレジットカード納付申出受理、前納申出受理

2. 保険料納付督励広報記事等の広報誌への掲載

3. 市町村において行われる相談業務

4. 各種情報提供

① 所得情報の提供（紙）

② 所得情報の提供（磁気媒体）

③ 電話番号の情報提供

④ その他の情報提供

⑤ 法定受託事務以外の申請書等回付

⑥ 情報提供に必要なシステム開発

5. 障害者手帳交付者への障害年金周知

6. その他地域の実情を踏まえた協力

① 申請免除該当者への案内状送付

② 窓口装置を利用したきめ細やかな年金相談

③ ねんきんネットの情報の提供

事務の内容

標準化検討の範囲

出典：厚生労働省年金局
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４. 標準仕様の構成（ツリー図）（案）
ツリー図の作成方法については、資料７に説明しています。詳細な協議・確認は、ワーキングチーム・ベンダー分科会等を通じて行いますが、所得情報提

供に関する論点等について、本日確認をさせてください。

国民年金 1.資格異動

2.免除 1.免除・納付猶予申請書受理・審査

2.学生納付特例申請書受理・審査

3.免除理由該当等届受理・審査

4.産前・産後免除申請書受理・審査

住民からの申請により、免除・納付猶予申請書を受理・審査し、登録を行う。

住民からの申請により、学生納付特例申請書を受理・審査し、登録を行う。

住民からの申請により、免除理由該当/消滅届を受理・審査し、登録を行う。

住民からの申請により、産前・産後免除申請書を受理・審査し、登録を行う。

1.資格取得

2.種別変更

3.資格喪失（死亡）

4.資格喪失（海外転出）

5.資格喪失（60歳到達)

6.資格喪失（その他）

7.国内転入

8.国内転出

9.氏名・性別・生年月日変更

10.追加・訂正

11.不在

住民からの届出により、資格取得の登録を行う。（20歳到達(学生),任意加入の申出,厚生年金からの移
行,外国からの転入,資格取得届出もれ等）

住民からの届出により、種別変更の登録を行う。

住民からの異動届（死亡）により、資格喪失の登録を行う。

住民からの異動届（海外転出）により、資格喪失の登録を行う。

住民基本台帳から60歳到達者を抽出し、資格喪失の登録を行う。

住民からの届出により、資格喪失の登録を行う。（厚生年金への移行,期間満了,喪失申出等）

住民からの異動届（転入）により、資格情報の登録を行う。

他市町村からの異動通知により、転出の登録を行う。

住民からの異動届（氏名,性別,生年月日変更）により、資格情報の登録を行う。

住民からの届出により、追加・訂正処理を行う。

住民基本台帳の更新を受け、不在の登録を行う。
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４. 標準仕様の構成（ツリー図）（案） 前頁続き
ツリー図の作成方法については、資料７に説明しています。詳細な協議・確認は、ワーキングチーム・ベンダー分科会等を通じて行いますが、所得情報提

供に関する論点等について、本日確認をさせてください。

3.付加 1.付加加入

2.付加辞退

住民からの申請により、付加保険料納付申出（該当）の登録を行う。（農業者年金の資格取得含む）

住民からの申請により、付加保険料納付辞退申出（非該当）の登録を行う。（農業者年金の資格喪失含
む）

4.給付 1.年金請求書等受理・審査
住民からの申請により、年金請求書等を受理・審査を行う。（年金請求書,未支給年金・未支払給付金請
求書,国民年金死亡一時金請求書,年金生活者支援給付金請求書等)

5.年金機構への報告・
年金機構からの情報
登録

1.年金機構への報告

2.年金機構からの情報登録

年金事務所/事務センターに送付を行う。

年金事務所/事務センターからの連絡により、処理結果一覧等の情報の登録を行う。(資格異動の登録,免
除の登録,付加保険料納付該当/非該当の登録,受給年金の登録,厚生年金の情報登録)

6.情報提供・その他 1.所得情報提供（免除勧奨）

2.所得情報提供（継続免除）

3.所得情報提供（年金生活者支援給
付金）

4.所得情報提供（年金受給者）

5.公用照会対応（免除・年金生活者
支援給付金）

6.住基情報提供

7.通知書再交付申請書受理

年金事務所からの免除勧奨の為の調査依頼に対し、国民年金被保険者等の所得情報提供を行う。

年金事務所からの継続免除の為の調査依頼に対し、国民年金被保険の所得等の所得情報提供を行う。

年金機構からの年金生活者支援給付金請求の為の調査依頼に対し、国民年金被保険者の所得情報等の
提供を行う。

年金事務所からの調査依頼に対し、年金受給者の所得情報提供を行う。

年金機構からの個別の所得状況照会に対して回答（証明発行）を行う。

年金事務所から職権加入や勧奨状送付の為の調査依頼に対して、国民年金被保険者の住基情報提供
(転出入,国籍,在留資格,通称名等)を行う。

住民からの届出により、基礎年金番号通知書再交付申請書を受理・審査し、登録を行う。

7.統計・報告 1.統計事務
関係部署（統計部門）に対して、各種統計情報（国民年金関係届書年金事務所送付件数等）を送付
（開示）を行う。

国民年金

【ツリー図における論点① 6.1. 6.2 】
年金機構で所得情報を確認する運用に
変更となり、例外的な場合のみ自治体か
ら情報提供が必要となる
→ツリー図では、対象/対象外のいずれと
するか？

【ツリー図における論点② 6.4 】
6.3所得情報提供（年金生活者支援
給付金）に含有されると、調査対象自
治体から意見を得ている
→ツリー図では、対象/対象外のいずれと
するか？


